公園内行為許可申請に伴う誓約書

公園内行為許可申請に当たっては、次の内容をご確認の上、□にレを記入し誓約します。
□　秩序または風俗を乱す行為や公園等を破損する等の行為、他の公園利用者への迷惑行為を行わないことを誓約します。
□　公園の使用に当たっては、中津市都市公園条例、及び各種法令、並びに公園管理者の指示を遵守し、節度ある公園の使用を約束します。
□　直火による火の使用はしないことを約束します。また、火気を使用する場合は消防署への届出を提出します。
□　公園の使用後は、発生したゴミの持帰りと清掃やグラウンド整備等を行い轍跡等がないように原状回復を必ず実施することを約束します。
□　中津市暴力団排除条例第６条に基づき、公園内行為の使用が暴力団の利益となる活動に該当すると認められるときは、申請を許可されず、又は取り消されても異議のないことを誓約します。
□　公園内で催し等を行う場合は、その催し内容に応じて出店者全員の必要書類を確認し下記表の書類を提出します。　
	1.公園内行為許可に必要な申請又は添付書類

	□あり
	公園内行為許可申請書（本申請）

	□あり
	催し等の概要が分かる資料（チラシなど）

	□あり
	位置図など、公園内の催し等を行う位置や場所が分かる資料

	□あり
	法人・団体役員又は出店者の名簿(※別紙参照)

	□あり
	テント・キッチンカー等の各出店者の配置場所の計画図や範囲及び面積が分かる資料

	□あり
	□なし
	上記のほか、催し内容に応じて公園管理者が必要と認めた資料

	2.飲食の提供           　□あり（↓以下を確認）　　□なし（→3へ）

	□あり
	営業許可書（一時営業許可書）

	□あり
	メニュー表

	□あり
	食品衛生責任者資格証明書又は調理師免許証

	□あり
	生産物賠償責任保険証明書またはそれに代わる保険証

	□あり
	□なし
	[bookmark: _GoBack]車検証（キッチンカーの場合）

	□後日提出
	上記書類を後日すみやかに提出します。

	□省略
	※法人・団体や複数の出店者がある催しで飲食の提供がある場合
今回、必要な提出書類の添付を省略します。しかし、申請者(主催者)が全責任をもって全出店者の書類を確認することを誓約します。なお、公園管理者より上記書類の提出を請求された場合は、直ちに必要な書類を提出します。

	3.上記以外の確認事項

	□あり
	□なし
	火気の使用の有無　  
(ありの場合→消防署への届出　　□ 済　□ 今後提出予定)



　今回の公園内行為申請に関して、上記項目をすべて確認しました。また、申請書の内容の不備により、申請が許可されず、又は、取り消されたとしても異議のないことを誓約します。

令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　 　　住　所
                                　　 申請者　　 
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          印

